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第
九
十
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
一
条
第
十
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
十
項
の

規
定
に
よ
る
ほ
か
、
原
動
機
を
無
負
荷
運
転
し
た
後
原
動
機
を
無
負
荷
の
ま
ま
で
急
速
に
加
速
ペ
ダ
ル
を
一
杯
に

踏
み
込
ん
だ
場
合
に
お
い
て
、
加
速
ペ
ダ
ル
を
踏
み
込
み
始
め
た
時
か
ら
発
生
す
る
排
気
管
か
ら
大
気
中
に
排
出

さ
れ
る
排
出
物
に
含
ま
れ
る
黒
煙
に
つ
い
て
同
条
第
十
四
項
第
二
号
に
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
り
三
回
測
定
し
、

そ
の
測
定
し
た
値
の
平
均
値
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

第
六
十
七
条
の
二
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
及
び
第
二
十
六
項
中
「
第
十
九
項
」
を
「
第
二
十
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
十
七
項
中
「
第
十
五
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
」
を
「
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
」
に
、「
第
十
九

項
」
を
「
第
二
十
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
中
「
第
三
十
一
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
五
十
八
条
」
を
加
え
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
の
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
四

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
一
条
の
三
の
破
壊
試
験
を
行
つ
て
い
な
い
装
置
を
備
え
る
自
動
車
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
旨

五

大
型
特
殊
自
動
車
（
ポ
ー
ル
・
ト
レ
ー
ラ
を
除
く
。）及
び
小
型
特
殊
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
備
え
る
前
部

霧
灯
の
照
明
部
は
、
前
部
霧
灯
の
中
心
を
通
り
自
動
車
の
進
行
方
向
に
直
交
す
る
水
平
線
を
含
む
、
水
平
面
よ

り
上
方
五
度
の
平
面
及
び
下
方
五
度
の
平
面
並
び
に
前
部
霧
灯
の
中
心
を
含
む
、
自
動
車
の
進
行
方
向
に
平
行

な
鉛
直
面
よ
り
前
部
霧
灯
の
内
側
方
向
十
度
の
平
面
及
び
前
部
霧
灯
の
外
側
方
向
四
十
五
度
の
平
面
に
よ
り
囲

ま
れ
る
範
囲
に
お
い
て
す
べ
て
の
位
置
か
ら
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

六

前
部
霧
灯
の
点
灯
操
作
状
態
を
運
転
者
席
の
運
転
者
に
表
示
す
る
装
置
を
備
え
る
こ
と
。

第
三
十
四
条
第
三
項
中
「
前
項
」
の
下
に「（
大
型
特
殊
自
動
車
（
ポ
ー
ル
・
ト
レ
ー
ラ
を
除
く
。）及
び
小
型
特
殊

自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

車
幅
灯
の
点
灯
操
作
状
態
を
運
転
者
席
の
運
転
者
に
表
示
す
る
装
置
を
備
え
る
こ
と
。
た
だ
し
、
最
高
速
度

三
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
未
満
の
大
型
特
殊
自
動
車
、
農
耕
作
業
用
小
型
特
殊
自
動
車
並
び
に
車
幅
灯
と
連

動
し
て
点
灯
す
る
運
転
者
席
及
び
こ
れ
と
並
列
の
座
席
の
前
方
に
設
け
ら
れ
る
計
器
類
を
備
え
る
自
動
車
に
あ

つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
四
条
第
四
項
中
「
前
項
第
五
号
」
を
「
前
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
三
項
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

大
型
特
殊
自
動
車
（
ポ
ー
ル
・
ト
レ
ー
ラ
を
除
く
。）及
び
小
型
特
殊
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
備
え
る
前
部

反
射
器
の
反
射
部
は
、
前
部
反
射
器
の
中
心
を
通
り
自
動
車
の
進
行
方
向
に
直
交
す
る
水
平
線
を
含
む
、
水
平

面
よ
り
上
方
十
度
の
平
面
及
び
下
方
十
度
の
平
面
（
前
部
反
射
器
の
反
射
部
の
上
縁
の
高
さ
が
地
上
〇
・
七
五

メ
ー
ト
ル
未
満
と
な
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
下
方
五
度
の
平
面
）
並
び
に
前
部

反
射
器
の
中
心
を
含
む
、
自
動
車
の
進
行
方
向
に
平
行
な
鉛
直
面
よ
り
前
部
反
射
器
の
内
側
方
向
三
十
度
の
平

面
（
被
牽け

ん

引
自
動
車
に
備
え
る
前
部
反
射
器
に
あ
つ
て
は
、
内
側
方
向
十
度
の
平
面
）
及
び
外
側
方
向
三
十
度

の
平
面
に
よ
り
囲
ま
れ
る
範
囲
に
お
い
て
す
べ
て
の
位
置
か
ら
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
第
四
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第

三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
並
び
に
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
以
外

の
自
動
車
に
備
え
る
側
方
反
射
器
の
反
射
部
は
、
側
方
反
射
器
の
中
心
を
通
り
自
動
車
の
進
行
方
向
に
平
行
な

水
平
線
を
含
む
、
水
平
面
よ
り
上
方
十
度
の
平
面
及
び
下
方
十
度
の
平
面
（
側
方
反
射
器
の
反
射
部
の
上
縁
の

高
さ
が
地
上
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
未
満
と
な
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
下
方
五
度

の
平
面
）
並
び
に
側
方
反
射
器
の
中
心
を
含
む
、
自
動
車
の
進
行
方
向
に
直
交
す
る
鉛
直
面
よ
り
側
方
反
射
器

の
前
方
向
四
十
五
度
の
平
面
及
び
後
方
向
四
十
五
度
の
平
面
に
よ
り
囲
ま
れ
る
範
囲
に
お
い
て
す
べ
て
の
位
置

か
ら
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

第
三
十
七
条
第
三
項
中
「
前
項
」
の
下
に「（
大
型
特
殊
自
動
車
（
ポ
ー
ル
・
ト
レ
ー
ラ
を
除
く
。）及
び
小
型
特
殊

自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
三
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

尾
灯
の
点
灯
操
作
状
態
を
運
転
者
席
の
運
転
者
に
表
示
す
る
装
置
を
備
え
る
こ
と
。
た
だ
し
、
最
高
速
度
三

十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
未
満
の
大
型
特
殊
自
動
車
、
農
耕
作
業
用
小
型
特
殊
自
動
車
並
び
に
尾
灯
と
連
動
し

て
点
灯
す
る
運
転
者
席
及
び
こ
れ
と
並
列
の
座
席
の
前
方
に
設
け
ら
れ
る
計
器
類
を
備
え
る
自
動
車
に
あ
つ
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

後
部
霧
灯
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

後
部
霧
灯
の
照
射
光
線
は
、
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

後
部
霧
灯
の
灯
光
の
色
は
、
赤
色
で
あ
る
こ
と
。

第
三
十
七
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

後
部
霧
灯
は
、
前
項
に
掲
げ
た
性
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
取
り
付

け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

後
部
霧
灯
の
数
は
、
二
個
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

後
部
霧
灯
は
、
前
照
灯
又
は
前
部
霧
灯
が
点
灯
し
て
い
る
場
合
に
の
み
点
灯
で
き
る
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、

前
照
灯
又
は
前
部
霧
灯
の
い
ず
れ
が
点
灯
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
消
灯
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三

後
部
霧
灯
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
適
合
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

イ

原
動
機
を
停
止
し
、
か
つ
、
運
転
者
席
の
扉
を
開
放
し
た
場
合
に
、
後
部
霧
灯
の
点
灯
操
作
装
置
が
点
灯

位
置
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
運
転
者
席
の
運
転
者
に
音
に
よ
り
警
報
す
る
こ
と
。

ロ

前
照
灯
又
は
前
部
霧
灯
を
消
灯
し
た
場
合
に
あ
つ
て
も
点
灯
し
て
い
る
と
き
は
、尾
灯
は
点
灯
し
て
お
り
、

か
つ
、
尾
灯
を
消
灯
し
た
後
、
前
照
灯
又
は
前
部
霧
灯
を
点
灯
し
た
場
合
に
は
、
再
度
、
後
部
霧
灯
の
点
灯

操
作
を
行
う
ま
で
消
灯
し
て
い
る
こ
と
。

四

二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
並
び
に
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
備

え
る
後
部
霧
灯
は
、
そ
の
照
明
部
の
上
縁
の
高
さ
が
地
上
一
メ
ー
ト
ル
以
下
、
下
縁
の
高
さ
が
地
上
〇
・
二
五

メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五

二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
並
び
に
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
に
備
え
る
後
部
霧
灯

は
、
そ
の
照
明
部
の
中
心
が
地
上
一
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

六

後
部
霧
灯
の
照
明
部
は
、
制
動
灯
の
照
明
部
か
ら
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
る
こ
と
。

（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
」
を
「
ハ
ン
ド
ル
バ
ー
方
式
の
か
じ
取
装
置
を

備
え
る
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
及
び
三
輪
自
動
車
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
三
項
中
「
前
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
自
動
車
（
座
席
の
地
上
面
か
ら
の
高
さ
が
七
百
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
自
動
車
を
除
く
。）」
を
「
座
席
の
地
上
面
か
ら
の
高
さ
が
七
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
自
動
車
（
専
ら

乗
用
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
あ
つ
て
乗
車
定
員
十
人
以
上
の
も
の
及
び
そ
の
形
状
が
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
自

動
車
で
あ
つ
て
乗
車
定
員
十
人
以
上
の
も
の
の
形
状
に
類
す
る
自
動
車
、
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
あ

つ
て
車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
も
の
及
び
そ
の
形
状
が
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
あ
つ
て
車

両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
も
の
の
形
状
に
類
す
る
自
動
車
、
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自

動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
、
大
型
特
殊
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
並
び
に
被
牽け

ん

引
自
動
車

を
除
く
。）」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
別
記
様
式
」
を
「
別
記
様
式
第
一
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
三
項
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

™


